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全石狩地域闘争委員会は７月１２日第１０回賃

金集計を行いました。本日までの参加組合は未

加盟４組合・全自交妥結１４組合を含め２１８

組合となりました。妥結組合は１３６組合が確

認できており賃金集計公表可能組合は８４組合

となっています。妥結金額は加重平均で５５９

６円・２．２２％に達しました。前回集計から

は３６円ダウンしたものの対前年比で７６２

円・０．３３Ｐ上回る状況です。第１０回集計

では札幌地域労組から７組合の妥結が報告され

ました。６月２５日に開催した第５回春闘実行

委員会では、賃金集計の中間まとめは６月末と

【７月１２日第１０回賃上げ集計】 
参加２２産別 

２１８組合 

(未加盟４組合)

妥結

組合

回答妥結 昨年妥結 

額 率 額 率 

妥結加重平均 ８４ 5596 2.22 4834 1.89

するとしましたが、参加組合が当初目標２５０組合

に達していないことから、引き続き集計・支援体制

を継続するとしました。また、一時金集計では集計

報告が７５組合、夏妥結２４組合、年間妥結２１組

合とやや出遅れの感があります。札幌圏の賃上げは

道内・全国に影響します。引き続きガンバロー！ 

現在北海道の地域最低賃金は時間給７３４円で

す。全国で唯一生活保護基準を下回る金額です。昨

年の審議会では生活保護基準を上回る金額への引

上げを労働側委員が強く主張しましたが実現しま

せんでした。７月２日開催された第２回北海道地方

最低賃金審議会では北海道労働局長より同審議会

長あてに諮問がなされました。その中で同局長は

「昨年の審議会では生活保護との乖離解消を含め

十分審議したが、課題は残されたままとなった。本

年度はこのことに十分配慮し十分な審議となるよ

うお願いする。」としました。北海道の最低賃金は

誰もが低いと認めています。大幅引き上げに向けガ

ンバロー！ 

【２０１４年度当面の取り組み】 
○事業場実地視察（２カ所）   ７月１０日 
○参考人聴取          ７月２５日 
○第３回審議会         ８月 １日 
※各構成組織から審議会会長へのＦＡＸ要請 
７月３１日（木）を期限として各構成組織から

最賃引上げ要請をＦＡＸにて実施しよう。 
 ・送付先 北海道地域最低賃金審議会 
      会 長 道 幸  哲 也 宛 
 ・ＦＡＸ０１１－７５６－００５６ 
 ・書式等詳細 別途各組織へ送付済み 
○集会・街宣 ２０１４年８月上旬（別途通知）


